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高石市教育委員会定例会会議録

(令和元年 5 月定例会)

開会及び閉会の年月日時

会議に出席した者の職及び氏名

議題及び議事の要旨及び議決事項

・議案第１号 高石市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員の任命並びに

委嘱について

開 会 令和元年 5 月 15 日午後 3 時 00 分

閉 会 令和元年 5 月 15 日午後 3 時 28 分

委 員 教 育 長 ： 佐 野 慶 子

委 員 ： 西 中 隆

委 員 ： 西 村 陽 子

委 員 ： 吉 村 文 一

事務局職員 教 育 部 長 ： 細 越 浩 嗣

教 育 部 次 長 ： 神 志 那 隆

教 育 総 務 課 長 ： 西 川 浩 二

社 会 教 育 課 長 ： 佐 藤 信 雄

社会教育課参事兼公民館長 ： 射 手 矢 浩 幸

社会教育課長代理兼青少年対策室長兼たかいし市民文化会館長 ： 道 井 里 沙

学 校 教 育 課 長 ： 松 田 訓 一

学 校 教 育 課 参 事 ： 山 崎 陽 子

教育センター所長 ： 杉 原 敦 史

こ ど も 家 庭 課 長 ： 家 村 美 雪

子 育 て 支 援 課 長 ： 小 林 弘 典

教 育 総 務 課 長 代 理 ： 石 橋 祐 之

教 育 総 務 課 主 事 ： 西 村 勇 亮

学校教育課長 令和 2 年度から小学校で使用する教科用図書の採択に係る選定委員会

員の任命並びに委嘱について、高石市立義務教育諸学校教科用図書選定

委員会規則第３条の規定に基づき、選定委員会委員を６名以内で任命並

びに委嘱していただく必要がある。本来ならば議案という形でご審議い

ただくところであるが、現時点では選定委員会の委員を提案できないこ

と、また中学校の教科用図書採択業務を行う都合上、次回の定例会では

間に合わないことから、高石市教育委員会通則第２条第２項により、教

育長専決で任命並びに委嘱いただき、後日開催の教育委員会会議にご報

告させていただきたく提案させていただくものである。

採決 可決
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・議案第２号 高石市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則の制定につい

て

・議案第３号 文化・スポーツ・国際交流振興基金運営委員の委嘱並びに解嘱に

ついて

・報告第１号 職員の人事異動について

・報告第２号 高石市社会教育委員の委嘱について

社会教育課長 本件は、指定管理者からの提案を受け、本館・分館毎に設定していた

個人貸出の貸出冊数の制限を廃止するとともに、資料のカラーコピーに

係る実費負担額等を新たに規定するものである。なお、施行期日につい

ては公布の日とする。

西村委員 カラーコピーの費用の額の根拠を聞きたい。

社会教育課長 高石市情報公開条例施行規則を準用している。

西村委員 これまではカラーコピーはなかったのか。

社会教育課長 これまではなかった。

採決 可決

社会教育課長 本件は6ページのとおり市立小・中学校校長会代表者の異動に伴い、

令和元年5月31日付で木勢 圭一氏を解嘱し

また、高石市文化・スポーツ・国際交流振興基金条例施行規則第3条第2

項及び第3項の規定に基づき、3名の再任及び木勢氏の後任として新たな

委員を1名を委嘱するものである。

4名とも人格・見識ともに優れており、高石市文化・スポーツ・国際

交流振興基金運営委員として適任と考える。

委嘱年月日は令和元年6月1日、任期は令和3年5月31日までとなってい

る。

採決 可決。

教育総務課長 高石市教育委員会通則第２条第３項の規定に基づき、8ページ記載の

とおり1名の退職について教育長が臨時代理した旨を報告するものであ

る。

西中委員 4 月 30 日付の退職の理由は。

子育て支援課長 一身上の都合である。

西中委員 後任の補充は必要ないか。

子育て支援課長 年度途中なので、臨時的任用職員の配置をし、支障のない運営に努

める。

佐野教育長 承認する。

社会教育課長 10 ページに記載している解嘱者名簿のとおり、市立小中学校代表の

異動に伴う解嘱と高石市婦人団体協議会会長交代により解嘱するもの

である。

11 ページに記載している委嘱者名簿のとおり市立小中学校校長会よ

り高石小学校長である末本 裕喜氏を推薦いただき、平成 31 年 4 月１

日付にて委嘱し、また、高石市婦人団体協議会より田中 三和子氏を
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・報告第３号 平成 30 年度第 3 回社会教育委員会議議事録について

・報告第４号 高石市立公民館運営審議会委員の委嘱並びに解嘱について

・報告第５号 教育委員会の後援等に関する報告について

・報告第６号 教育委員会関係諸行事等の報告について

・翌月度の主要行事について

推薦いただき、平成 31 年 4 月 26 日付にて委嘱したものである。

任期については、令和 3 年 3 月 31 日までとなっている。

なお、高石市教育委員会通則第２条第３項の規定により、教育長が

臨時代理している。

佐野教育長 承認する。

社会教育課長 これは、高石市社会教育委員会議規則第 12 条に基づき報告するもの

であり、3 月 25 日に開催いたしました第３回社会教育委員会議の会議

録となっている。内容については、報告事項が 1 件、協議事項が１件

となっている。なお、会議録の要約については、13 ページ、14 ページ

に記載のとおりとなっている。

佐野教育長 承認する。

社会教育課長 16 ページの解嘱者名簿のとおり社会教育法第 30 条第 1 項及び高石

市公立公民館条例第 7 条第 4 項に基づき平成 31 年 3 月 31 日付で解嘱

するものである。これは、市立小・中学校校長会代表の異動に伴うも

のである。

学校長会から高石市立公民館運営審議会委員として、16 ページに記

載している委員名簿のとおり、高石中学校長の南 良博氏、清高小学

校長 竹内 弘仁氏をご推薦いただき、平成 31 年 4 月 1 日付にて委嘱

したものである。任期については、令和 3 年 3 月 31 日までとなってい

る。また、高石市教育委員会通則第２条第３項の規定により、教育長

が臨時に代理している。

佐野教育長 承認する。

教育総務課長 高石市教育委員会の後援等に関する規程第２条第１項の規定に基づ

き処理したものについて、同条第２項の規定に基づき、18 ページ記載

の 9 件につき報告するものである。

佐野教育長 承認する。

各所属長 平成 31 年４月 10 日から令和元年 5 月 14 日までの当教育委員会開催

諸行事について、各課より報告

佐野教育長 承認する。

各所属長 令和元年年５月 15 日から令和元年 6 月 18 日までの主要行事予定に

ついて、各課より報告。

西中委員 日本語よみかき教室の対象は誰なのか。
社会教育課参事兼

公民館長公民館長
高石在住の外国人を対象としている。

西中委員 高石在住の外国人の数は。
社会教育課参事兼

公民館長公民館長
詳細の数は承知していないので、後日報告する。
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・その他教育長が必要と認めた事項

佐野教育長 承認する。

佐野教育長 新学期を迎え、児童・生徒の様子について聞きたい。

学校教育課長 GW で 10 連休ということもあり、10 連休後の様子を心配していたが、

10 連休あったことから早く友達に会いたいというような児童・生徒も

多数いると聞いているので、順調である。

佐野教育長 かわいい幼稚園の送迎バスも運行が始まったようで、引き続き適切な

運営をお願いしたい。

教育部長 先日、大津市で起こった散歩中の保育園児の列に車が突っ込むという

事故を受け、市内の公立・私立の保育所・こども園・幼稚園を巡回

し、注意喚起、散歩道の再点検等を行った。

明日行われる校長会でも登下校の道、信号待ちでの安全管理について

も注意喚起するつもりである。

佐野教育長 行き届いた対応である。

佐野教育長 これで閉会とする。


